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パブリックコメント�

「
新
ご
み
処
理
施
設
整
備
実
施
計
画
」（
案
）

に
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

ふ
じ
み
衛
生
組
合
@
０
４
２-

４
９
０-

５
３
７
４

問�

ふ
じ
み
衛
生
組
合（
組
織
市
は
三
鷹
市
・
調
布
市
）

で
は
、
平
成
25
年
度
稼
働
を
目
指
し
、
新
ご
み
処
理
施

設
の
整
備
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
三
鷹
市
の
ご
み
処
理
施
設
で
あ
る
三
鷹
市

環
境
セ
ン
タ
ー
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
調
布

市
の
ご
み
を
処
理
す
る
二
枚
橋
衛
生
組
合
の
焼
却
施
設

が
昨
年
３
月
を
も
っ
て
稼
働
停
止
し
た
こ
と
で
、
新
し

い
ご
み
処
理
施
設
の
整
備
が
急
が
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
ま
す
。

三
鷹
市
と
調
布
市
は
、
以
前
か
ら
ふ
じ
み
衛
生
組
合

を
設
置
し
、
不
燃
ご
み
の
処
理
や
資
源
ご
み
の
リ
サ
イ

ク
ル
を
共
同
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
ご

み
処
理
施
設
に
つ
い
て
も
、
ふ
じ
み
衛
生
組
合
が
主
体

と
な
っ
て
整
備
を
進
め
て
お
り
、
新
ご
み
処
理
施
設
整

備
基
本
計
画
を
平
成
18
年
３
月
に
市
民
参
加
の
も
と
で

策
定
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、
こ
の
基
本
計
画
を
踏
ま

え
、
具
体
的
な
整
備
内
容
に
つ
い
て「
新
ご
み
処
理
施

設
整
備
実
施
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。

計
画（
案
）の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
み
な
さ

ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

新
ご
み
処
理
施
設
を
整
備
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
基

本
方
針
を
定
め
ま
す
。

①
環
境
と
安
全
に
徹
底
的
に
配
慮
し
た
施
設
と
す
る

②
循
環
型
社
会
形
成
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
施
設
と

す
る

③
市
民
と
と
も
に
つ
く
る
施
設
と
す
る

④
市
民
に
愛
さ
れ
る
施
設
と
す
る

◇
留
意
点

①
安
定
し
た
稼
働
が
で
き
る
施
設
と
す
る

②
経
済
性
に
優
れ
た
施
設
と
す
る

◇
建
設
地
　
調
布
市
深
大
寺
東
町
７-

50-

30
ほ
か

◇
施
設
配
置
　
建
設
地
の
西
側
住
居
へ
の
日
影
や
景
観

に
配
慮
し
、
敷
地
中
央
部
に
施
設
を
建
設
し
ま
す
。

◇
処
理
対
象
物
　
可
燃
ご
み
、
可
燃
性
粗
大
ご
み
、
不

燃
ご
み
等
の
選
別
後
に
発
生
す
る
可
燃
分
及
び
残
さ

◇
処
理
能
力
　
２
８
８
ｔ
／
日（
１
４
４
ｔ
／
日
×
２
炉
）

◇
ご
み
ピ
ッ
ト
容
量
　
日
平
均
処
理
量
の
10
日
分
以
上

◇
ご
み
搬
出
入
口
　
搬
出
入
口
は
東
八
道
路
を
中
心
と

し
ま
す
が
、
敷
地
の
東
西
か
ら
の
搬
出
入
も
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

◇
余
熱
利
用
　
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
施
設
の
給
湯
、
冷

暖
房
、
発
電
な
ど
に
利
用
し
ま
す
。
ま
た
、
公
共
施
設

へ
の
供
給
も
検
討
し
ま
す
。

◇
稼
働
　
平
成
25
年
度（
予
定
）

新
ご
み
処
理
施
設
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
、
市
民
の

健
康
維
持
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
、
万
全
の
環

境
保
全
対
策
を
講
じ
ま
す
。

◇
排
ガ
ス
対
策

①
排
出
濃
度
は
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
厳
し
い
自

主
規
制
値
を
設
定
し
ま
す
。

②
８
５
０
ı
以
上
の
高
温
で
完
全
燃
焼
し
、
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
の
発
生
を
抑
制
し
ま
す
。

③
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
再
合
成
防
止
の
た
め
、
排
ガ

ス
を
１
５
０
〜
２
０
０
ı
ま
で
急
速
に
下
げ
ま
す
。

④
処
理
し
た
排
ガ
ス
や
水
蒸
気
は
拡
散
効
果
を
勘
案

し
、
約
１
０
０
ｍ
の
煙
突
か
ら
安
全
に
排
出
し
ま
す
。

◇
排
水
対
策

①
排
水
の
放
流
は
、
下
水
道
法
施
行
令
お
よ
び
調

布
市
下
水
道
条
例
に
定
め
る
放
流
基
準
以
下
と
し

ま
す
。

②
河
川
な
ど
へ
の
直
接
放
流
は
し
ま
せ
ん
。

③
プ
ラ
ン
ト
系
排
水
は
極
力
施
設
内
で
再
利
用
し

ま
す
。

◇
騒
音
・
振
動
・
悪
臭
対
策

①
騒
音
対
策
と
し
て
、
低
騒
音
型
の
機
器
を
積
極

的
に
導
入
し
、
遮
音
・
吸
音
効
果
の
高
い
建
築
材

料
の
使
用
や
機
器
配
置
の
工
夫
を
行
い
、
施
設
の

防
音
効
果
を
高
め
ま
す
。

②
振
動
対
策
と
し
て
、
機
器
の
設
置
に
あ
た
り
独

立
し
た
基
礎
を
設
け
る
な
ど
、
振
動
の
広
ま
り
を

防
止
し
ま
す
。

③
悪
臭
対
策
と
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
や
ご
み

ピ
ッ
ト
の
扉
を
搬
入
時
以
外
は
閉
め
る
と
と
も
に
、

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
出
入
口
に
エ
ア
カ
ー
テ
ン
を
設

置
し
ま
す
。
な
お
、
全
炉
停
止
時
は
脱
臭
装
置
を

使
用
し
ま
す
。

◇
焼
却
残
さ
対
策

焼
却
残
さ（
焼
却
灰
・
飛
灰
）は
エ
コ
セ
メ
ン
ト
と

し
て
資
源
化
し
ま
す
。

◇
周
辺
環
境
対
策

①
緑
を
活
か
し（
緑
地
率
30
％
以
上
）、
周
辺
と
調

和
し
た
形
態
と
し
、
圧
迫
感
を
軽
減
す
る
な
ど
景

観
に
配
慮
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
ま
す
。

②
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
配
慮
し
、
リ
サ
イ

ク
ル
製
品
を
使
用
す
る
な
ど
、
環
境
に
優
し
い
施

設
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

整
備
実
施
に
あ
た
り
、
情
報
公
開
、
市
民
意
見
聴
取

の
場
の
設
定
、
地
元
協
議
の
実
施
な
ど
に
取
り
組
み
ま

す
。

◆
基
本
方
針

◆
施
設
概
要

◆
環
境
保
全
計
画

◆
そ
の
他

実施計画（案）に関する
説明会を開催します

日　時
3月12日π

午後7時～9時

3月14日ª

午後7時～9時

3月15日º

午前10時～正午
3月15日º

午後3時～5時

場　所
調布市たづくり
8階映像シアター
三鷹駅前コミュニ
ティセンター
地下1階大会議室
調布市立北ノ台
小学校体育館
三鷹市教育センタ
ー3階大研修室

ご
意
見
・
ご
要
望
な
ど
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

３
月
19
日
π
ま
で
に
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

（
団
体
の
場
合
は
、
所
在
地
・
団
体
名
・
代
表
者
の
氏

名
・
電
話
番
号
）を
記
入
し
、「
〒
１
８
２-

０
０
１
２
調

布
市
深
大
寺
東
町
７-

50-

30
ふ
じ
み
衛
生
組
合
新
施
設

建
設
準
備
室
」・
I
０
４
２-

４
８
２-

５
４
９
１
・

fujim
i@
fu
jim
ie
ise
iku
m
ia
i.jp

へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
計
画（
案
）の
全
文
は
、
ふ
じ
み
衛
生
組
合

http://
fujim

ieiseikum
iai.jp/

か
ら
ご
覧
に
な
れ
る
ほ
か
、

ご
み
対
策
課（
市
役
所
５
階
）、
相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
）、
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
、
市
政
窓
口
、

ふ
じ
み
衛
生
組
合
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

HP

パブリックコメント�

「三鷹市特別商業活性化地区内に
おける建築制限に関する条例の一部を
改正する条例」（案）を策定しました

都市計画課@内線2811問�

1月19日～2月12日に実施した「三鷹市特別商業活性化地区内におけ
る建築制限に関する条例の一部を改正する条例」（素案）についてのパブリ
ックコメントでは、1人の方から1件のご意見をいただきました。市では
ご意見を検討した結果、素案の内容は変更せずに一部文言修正を行い条
例案を確定しました。
いただいたご意見とそれに対する市の考え方（q以下）は次のとおりで

す。

◆この制度によって近隣商業地域の活性化や住宅の建て詰まりが防止さ
れるか疑問である。
qこの制度は、近隣商業地域において商業の活性化やゆとりある住環境
を推進するため、店舗・事務所などを設置しない場合には、指定容積率
に一定の制限がかかるものです。
また、店舗・事務所などを設置しないで住居専用住宅にする場合は、

最低敷地面積を90flとして定めるもので、建て詰まりに効果があると期
待するものです。

◆確定した「三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例の一部
を改正する条例」（案）の全文、いただいたご意見とそれに対する市の考え方など
は、市のホームページ「パブリックコメント」からご覧になれるほか、都市計画
課（市役所5階）、相談・情報センター（市役所2階）、市政窓口で配布しています。

市税滞納の長期化や多額化の防止のため、「三鷹市納税推進センター」を市役所内に
開設します（ñベルシステム24への委託事業）。納期が過ぎても納付の確認がとれない
方に、同センターから電話で税目、期別、税額などを専用の電話回線を使ってお伝え
して、納付の呼びかけを行います。
対象となる市税は、市民税・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税です。
開設期間 3月5日π～5月24日ºの毎週水～土曜日（一部祝日などを除く）
開設時間 水・土曜日＝午前9時～午後5時、木・金曜日＝午後1時～7時30分
※金融機関名や口座番号を指定して振り込みを指示するような案内は行いません。不
審な点がある場合は納税課へご連絡ください。

～三鷹市納税推進センターを開設～

市税の納付忘れに
電話での呼びかけを行います

納税課@内線2413問�

後期高齢者医療制度についての
疑問にお答えします

4月からスタートする後期高齢者医療制度を運営する広域連合で
は、制度についての疑問にお答えする「東京都後期高齢者医療広域
連合お問合せセンター」を設置します。
お気軽にお問い合わせください。

3月10日∑～平成21年3月31日の午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日を除く）

@0570-086-519・I0570-086-075・ call＠
tokyo-kouikicenter.jp
問�

日�


